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【評価・意見】  

町内会会長向けの研修については、アンケートを実施し、意見を取り入れ内

容等の改善を試みており、評価することができる。今後も内容の改善を試みる

と共に、オンライン参加を実施するなど、参加率向上に向けた取組を行ってい

ただきたい。  

  

（イ）コミュニティセンター  

ａ 概要  

佐世保市では、地域コミュニティの活性化を推進するため、佐世

保市地域コミュニティ推進計画を策定している。  

佐世保市地域コミュニティ推進計画（第３期）では、  

① 町内会への加入意識の広まり  

② 地区自治協議会の地域づくりの広がり  

③ 住民主体の自治に向けた意識の高まり  

 

を目的とし、２０２７（令和９）年度までに、幅広い世代への地域

情報の発信、事務局における効率的な情報伝達を目指すため、「全地

区でのインターネット活用１００％」を目標に掲げるなどしている。 

そのほか、コミュニティセンターは、佐世保市民に向けた各種講

座等を実施しており、市民交流の場として機能している。  

コミュニティ便りの一例は以下のとおりである。  

─ 310 ─



 
 

 

─ 311 ─



 
 

 

─ 312 ─



 
 

コミュニティセンター主催の講座内容は以下のとおりである。  

 

 
 

【評価】  

コミュニティセンターは地域活動の基盤としての役割を担っておりその存

在意義は大きい。佐世保市地域コミュニティ推進計画（第３期）では、現状の

分析と課題の検討を丁寧に行っており、評価できる。今後とも、同計画に掲げ

た成果目標達成のため具体的な施策に取り組んでいただきたい。  

 

（ウ）民生委員・児童委員  

２０２４（令和６）年度の民生委員・児童委員現員数は以下のとお

りである。  

コミュニティセンター主催講座

対象者

実施場所

時期

事業種別 実施回数（回） のべ参加者数（人）
ふるさとづくり講座 24 743
ものづくり・体験講 209 3,470
一般教養講座 167 5,680
家庭教育講座 134 2,304
高齢者大学・講座 125 3,620
女性学級・講座 21 326
親子で体験教室 49 761

総計 729 16,904
R6年度 目標値 920,000人

R6年度 実績値 808,370人

事業目標に対する結果「コミュニティセンター利用者数

定期利用団体など、コミセン主催講座利用以外も含む数

実施主体 市内２８コミュニティセンター（講師に謝礼を支給）

事業の内容

佐世保市⺠

市内２８コミュニティセンター

通年

R6実施内容・回数
等

（実施内容につい
ては別紙のとお

り）
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民生委員・児童委員に対する支援内容としては、活動費の補助を行

っているほか、各種研修を実施している。  

     

（４）就労の促進・所得の確保  

ア 概要  

高齢者の臨時的かつ短期的な就業機会を確保することで活力ある地

域社会づくりに寄与するため、シルバー人材センターへの活動支援を

行っている。また、生涯現役社会の実現のため、年齢にかかわりなく働

くことができる企業の普及等を図るため、関係機関と連携して、事業主

への各種の助成措置の活用をはじめとする制度についての啓発等を行

っている。  
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イ 今後の方針  

引き続き、高齢者の臨時的かつ短期的な就業機会を確保することで

活力ある地域社会づくりに寄与するため、シルバー人材センターへの

活動支援を行う。また、６５歳までの継続雇用や高齢者の就業ニーズに

応じた多様な雇用を推進するため、高齢者の雇用継続・再就職促進につ

いての啓発を、佐世保公共職業安定所など関係機関と連携して行う。  

ウ 実績等  

（ア）シルバー人材センター  

a ２０２４（令和６）年度事業報告の要旨 

超高齢化社会が急速に進展する中、シルバー人材センターは現役

世代の下支えや人手不足分野に貢献していることから、国や地域社

会の期待は非常に大きい。新型コロナウイルス感染症の感染症法上

の位置付けが変更されて以降、当センターの事業運営は、ほぼ本来

の姿を取り戻すことができた。定時総会や各種会議・会合をはじめ、

「会員交流会」や「地区ブロック研修会」も従来通りの形で開催す

ることができた。  

一方、２０２３（令和５）年１０月からの消費税インボイス制度

の施行や、２０２３（令和５）年１１月のいわゆるフリーランス新

法の施行に関連した「契約方法の見直し」への対応を迫られるなど、

シルバー人材センターを取り巻く環境は厳しい状況にある。このよ

うな状況の中、事業実績については、請負・委任事業は前年度比１

０３．０％（１１０３万円増）、派遣事業は前年度比１２１．８％（４

０１７万円増）となった。  

請負・委任・派遣事業の合計契約額は４億２７７４万円で、前年

度比１０３．９％（１５０４万円増）であったが、最低賃金の大幅

引上げに関連して配分金の改定を行ったことや、事務費率の減免を
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行ったことが収支に大きく影響している。  

会員数については、「夫婦会員制度」や「ゴールド会員制度」など

新たな制度導入により新規会員の加入促進と退会抑制を図ったが、

入会者より退会者が上回り、前年度より１７名減の７７０人となっ

た。  

経営状況については、今年度も、市・国の補助金が減額となり、

赤字予算（▲１７８９千円）での編成であったが、業務拡大と予算

の効率的執行に努めた結果、最終的には１７１４千円の黒字決算で

終えることができた。  

 

 

 

ｂ ２０２４（令和６）年度の主な取り組み  

（ａ）就業機会の拡大への取組  

高齢者の就業機会の確保及び拡大を図るため、役職員及び会員に
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よる受注開拓活動を継続的に実施した。具体的には、事業所や企業

等を対象としたアンケート調査を行い、地域における人手不足分野

や潜在的なニーズの把握に努めるとともに、「会員一人一仕事紹介

運動」を通じて会員自らが受注開拓に関与する体制づくりを進めた。

また、請負・委任事業に加え、派遣事業の拡大にも取り組み、就業

形態の多様化を図ることで、会員の希望や能力に応じた就業機会の

提供に努めた。  

（ｂ）会員の拡大及びスキル向上への取組  

会員数の確保を重要課題と位置付け、新規会員獲得及び既存会員

の定着を目的として、入会説明会の開催や広報活動を行った。加え

て、「夫婦会員制度」や「ゴールド会員制度」などの制度を導入し、

多様なライフスタイルに対応した会員制度の整備を進めた。また、

会員の就業能力向上を図るため、技能講習や派遣労働者を対象とし

た教育訓練を実施し、安全かつ適正な就業の確保と、受注分野の拡

大につながる人材育成に取り組んだ。  

（ｃ）安全・適正就業の推進  

会員が安心して就業できる環境を確保するため、安全対策を重点

項目として位置付け、安全巡回や安全講習会を実施した。就業中の

事故防止に向けて、過去の事故発生事例の共有や再発防止策の周知

を行うとともに、近年増加傾向にある熱中症への対策や交通事故防

止に関する啓発活動を強化した。これらの取組により、会員の安全

意識の向上と事故発生の抑制を図った。  

（ｄ）経営基盤の安定化に向けた取組  

事業運営の安定化を図るため、経費節減に取り組むとともに、事

務費率の見直しや車両の計画的更新など、効率的な事業運営を推進

した。また、最低賃金の引上げに対応するため配分金の改定を行い、
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会員の処遇改善にも配慮しつつ、収支バランスの確保に努めた。そ

の結果、当初は赤字予算での編成となったものの、業務拡大と支出

管理の徹底により、最終的には黒字決算を達成した。  

（ｅ）制度改正への対応  

２０２３（令和５）年１０月に開始された消費税インボイス制度

及び２０２３（令和５）年１１月施行のフリーランス新法への対応

として、契約方法の見直しや関係制度の整理を行った。会員や発注

者への影響を最小限に抑えるため、関係法令の周知や内部手続の整

備を進め、円滑な制度移行に努めた。  

（ｆ）地域ニーズへの対応及び社会貢献  

地域の多様なニーズに応えるため、ワンコイン事業をはじめ、子

育て支援、空き家管理、寺子屋事業など、地域社会に密着した取組

を実施した。これらの事業を通じて、高齢者の就業機会の創出のみ

ならず、地域課題の解決や市民生活の支援に寄与することを目指し

た。  

（ｇ）自主的運営体制及び関係機関との連携  

会員による自主的な運営体制の確立を図るため、会員交流会や地

区ブロック研修会を実施し、会員相互の連携強化と意識醸成に努め

た。また、県及び全国シルバー人材センター連合会との連携を図り、

情報共有や制度動向の把握に努めるとともに、安定的かつ持続可能

なセンター運営に向けた取組を進めた。  

 

【評価】  

前年度（２０２３（令和５）年度）と比較すると、受注延件数こそ減少した

ものの、契約金額は上昇している上に、補助金が減額され、当初赤字が見込ま

れた中、黒字決算で終えていることや、事業所や企業等を対象としたアンケー
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ト調査を行い、地域における人手不足分野や潜在的なニーズの把握に努めると

ともに、「会員一人一仕事紹介運動」を通じて会員自らが受注開拓に関与する体

制づくりを進めるなど、安定経営のための努力が垣間見える。また、インボイ

ス制度、フリーランス新法に対応するため、契約変更などの手続きを行ってお

り、遵法意識の高さも伺える。  

 

（イ）市による支援内容  

補助金の交付及び広報（佐世保市ＨＰ上にシルバー人材センター

の情報を掲示するとともに、佐世保市職員宛てに情報提供を行って

いる（２０２２（令和４）年度及び２０２５（令和７）年度に実施）。  

 

【意見】  

高齢者の就労の促進・所得の確保を目的と掲げているが、市による広報活動

は質・量ともに十分とは言い難い上に、市による広報がどの程度閲覧・認知さ

れているのかという情報も保有しておらず、広報活動がシルバー人材センター

の普及に寄与しているのかも確認することができない。市の支援活動としては、

実質的には補助金を交付するのみであるが、それも年々減少傾向にある。補助

金交付の目的と成果指標を明確化し、就業機会の拡大や会員定着への効果を検

証する仕組みを構築する必要がある。  

シルバー人材の活用は佐世保市の重大な課題であり、シルバー人材センター

はその要である。シルバー人材センターの自主運営に委ねるのみならず、市と

して、補助金の適正な交付及び広報活動の支援等、包括的な支援活動を行って

いただきたい。  
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３ 住みやすいまちづくりの推進  

（１）バリアフリーの推進  

ア 公共施設  

佐世保市では、新設の公共施設、合併地区を含めた既存の公共施設共

に、現在法令に基づいて実施している審査・指導・助言を継続して実施

することにより現在・今後ともにバリアフリー化の推進を図っていく

こととしている。  

また、特に本庁・支所やコミュニティセンターについては、市民の最

も身近な行政窓口であることから、重点的にバリアフリー化を推進し

ていくこととしている。  

佐世保市の都市整備部建築指導課は、建築物の新築等の申請を要す

る場合に限り、建築指導課にて審査を行っている。２０２４（令和６）

年度の実績としては、バリアフリー法に基づくものに関して１件申請

があり、長崎県の福祉のまちづくり条例に関するものに関して１件届

出があった。それぞれ基準に適合していることを確認している。  

公共施設のバリアフリー化については、各公共施設を所管している

各主管課にて検討を行う。  

市都市整備部建築指導課では、長崎県の委託を受け、長崎県福祉のま

ちづくり条例施行前（１９９８（平成１０）年４月１日）に建築された

建物については、「既存不適格」であるため、各主管課に毎年聞き取り

を実施し、報告を受けている。  

直近では、２０２３（令和５）年度に江迎支所の全体改修工事と市民

文化ホールのトイレ出入口の改修工事が実施されたと報告を受けてい

る。  

イ 道路歩道  

佐世保市では、既存道路におけるバリアフリー化の推進については、
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中心市街地における重点整備地区内の主要な路線の整備を重点的に実

施している。また、新設道路においては、バリアフリー化の基準に基づ

き設計を行い、バリアフリーの推進を図っている。  

今後も関係機関及び利用者と十分な協議を行いながら実施していく

予定である。  

２０２０（令和２）年度から２０２４（令和６）年度は既存道路及び

新設道路共にバリアフリーの推進の実績はない。  

 

【意見】  

佐世保市内の中心市街地における重点整備地区内の主要な路線の既存道路

（特に歩道）に関して、十分なバリアフリー化が行われているとは感じられな

い箇所も多い。関係機関及び利用者との十分な協議の上、早急に実施すべきで

はないか。  

 

ウ 民間施設  

２００６（平成１８）年１２月２０日改正施行されたバリアフリー法

（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律）によって、

２０００㎡以上の特定用途（病院、物品販売業店舗、ホテル等）の建築

物は、廊下巾、階段仕上、傾斜路及び身体障がい者対応便房等のバリア

フリーの基準に適合されることが義務化された。佐世保市では、同法に

基づく適合建築物の認定によってバリアフリーに寄与している。  

佐世保市では、その他、一定規模の建築行為については、バリアフリ

ー関係法令（バリアフリー法、長崎県福祉のまちづくり条例など）に基

づき審査・指導・助言を行い、バリアフリーに寄与している。  

２０２４（令和６）年度の実績としては、バリアフリー法に基づく審

査が６件（指定確認検査機関にて審査）、長崎県福祉のまちづくり条例
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（特定生活関連施設）に基づく届出の審査が１４件あった（法律と条例

の届出に重複あり）。指導件数としては１件であり、指導内容としては、

誘導床材、注意喚起用床材の未設置、受付カウンター及び記載台の未設

置、高齢者・障がい者等が円滑に使用できる鏡の未設置である。  

民間施設においても、高齢者や障がい者等に配慮した施設であるこ

とが求められていることから、窓口やホームページにて、バリアフリー

化の啓発・誘導を行っている。  

（２）高齢者が暮らしやすい住宅の整備（公営住宅のバリアフリー化）  

佐世保市では、今後ますます地域で生活する高齢者の増加が予想され

る。  

公営住宅のバリアフリー化の必要性について意識啓発を図っていきな

がら、室内の段差の解消や手すりの設置などバリアフリー化を推進して、

高齢者が安心して生活できる住宅の整備や情報の提供に努めていくこと

としている。  

佐世保市では、佐世保市営住宅長寿命化計画に基づき、団地・住宅を選

定し、建て替えを行っている。建て替えを行う場合、公営住宅等整備基

準、評価方法基準、佐世保市営住宅条例、長崎県福祉のまちづくり条例、

及び佐世保市営住宅建設工事設計基準書等に基づいて、住戸内及び共用

部分についてバリアフリー化を行っている。  

２０２０（令和２）年度以降に建て替えを行った対象施設は以下のと

おりである。  
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（３）多様な住まいの確保  

単身や夫婦のみの高齢者世帯が増加し、高齢者の住まいのニーズが多

様化している。  

佐世保市においても、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅

等の整備が進んでいる。  

今後は、サービス付き高齢者向け住宅等において、設置状況を把握し、

市民への適切な情報提供に努めていくこととしている。  

２０２４（令和６）年１月時点での設置状況は以下のとおりである。  

 

 

市民への情報提供としては、佐世保市ホームページにおいて、全国の

登録されているサービス付き高齢者向け住宅が確認できる「サービス付

き高齢者向け住宅情報提供システム」のリンクを貼り、周知を行ってい

る。また、佐世保市住宅部局と福祉部局とでサービス付き高齢者向け住

宅登録状況の共有を行っており、高齢者から住まいにお困りの相談があ

った場合には、サービス付き高齢者向け住宅の案内をしている。  
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【評価】  

高齢者の求める暮らし方は多様化しており、それに対するサービスもまた多

様化している。佐世保市においては、現状できうる限りの情報提供などを行っ

ており、評価できる。  

高齢者やそれを支える養護者がどのようなサービスを受けられるか分から

ない、あるいは判断できないということも多くあると思われるから、今後も

様々な担当部局や委託先と連携して適切な暮らし方を案内できるよう努めて

いくことを期待する。  

 

（４）高齢者の暮らしの安全確保  

ア 防災対策  

２０２４（令和６）年度の佐世保市包括外部監査の対象が災害対策で

あるため、今回の監査では省略する。  

イ 交通事故防止対策  

（ア）現状と今後について  

佐世保市では、交通事故全体の件数は減少傾向にあるものの、高齢

者の交通事故が占める割合は増加傾向にある。事故の被害者となる

ケースはもちろんのこと加害者となるケースが増加してきているた

めである。  

佐世保市では、高齢者自身による、参加・体験・実践型の高齢者交

通安全教室を開催するとともに、要望に基づき地域に出向いて「出前

講座」を行っている。  

また、高齢者の運転免許自主返納促進のため、返納者が受けられる

サービスや特典について、佐世保市ホームページなどを利用した情

報提供を行っている。  
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佐世保市では、今後も上記事業を継続して実施し、警察や交通安全

協会など関係各機関と連携を図りながら、実態に即した交通安全教

育を推進していくこととしている。  

（イ）具体的な施策等  

a 出前講座  

佐世保市では、市が実施する出前講座及び佐世保市交通安全協会

連合会に事業を委託している出前型講座を開催している。  

２０２４（令和６）年度の実施状況は以下のとおりである。  
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ｂ 運転免許証自主返納促進  

佐世保市では、高齢者の運転免許証自主返納促進について以下の

とおり佐世保市ホームページにて啓発する。  
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そして、佐世保市のホームページの２０２０（令和２）年度以降

の閲覧数は以下のとおりである。  

 

 

 

【評価】  

佐世保市のホームページの内容は、行政として説明できる内容として過不足

ないものであり、評価できる。また、閲覧数も増加傾向にあり、評価できる。

今後も、随時最新の情報を提供できるように、広報内容の検討を続けていって

ほしい。  

 

ウ 消費生活対策  

（ア）現状と今後について  

消費生活センターに対する高齢者からの相談件数は、７０歳代を

中心に増加傾向にある。  

佐世保市では、高齢者を対象とした出前講座の開催や、関係機関

（国民生活センター、県消費生活センター、警察、弁護士会等）、団

体と消費者被害防止ネットワークを構築して、迅速な情報の発信・収

集を行うなど、高齢者の消費者被害の未然防止と被害救済にも努め

ている。  

佐世保市では、今後も、相談窓口の充実及び出前講座の継続開催に

より、悪質商法などに関する情報を提供するほか、消費者被害防止ネ

ットワークを活用して高齢者の消費者被害の未然防止と被害救済に

努めていくこととしている。  
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（イ）具体的な施策等  

a  佐世保市消費者被害防止ネットワーク  

佐世保市では、消費者安全法第１１条の３第１項の規定による消

費者安全確保地域協議会として佐世保市消費者被害防止ネットワー

クを設置する。  

ネットワークの活動内容は  

 

① 悪質商法等に関する情報を収集し、当該情報を構成機関に提

供すること  

② 要配慮消費者に関する消費者被害を防止するための見守り活

動について、必要な情報交換に関すること  

③ 要配慮消費者に関する消費者被害を回復するためのあっせん

交渉等について、必要な構成機関の相互連携に関すること  

④ その他要配慮消費者に関する消費者被害を防止するために必

要な事項に関すること  

 

である。  

活動実績としては、  

 

① 長崎県消費生活センター等から悪質商法等に関する情報を収

集し、当該情報を構成機関にメールやＦＡＸを用いて提供  

② 要配慮消費者に関する相談を受け付けた場合、消費者被害救

済のため、必要な構成機関と個別の情報共有や連携するなどし

て、当事者へ助言や事業者へのあっせん交渉等を行い、救済  

③ 上記②で受け付けた相談事例に対応する際、対面で構成機関

と関連する情報交換等を行うなどして、要配慮者に関する消費

─ 329 ─



 
 

者被害の予防や未然防止  

 

である。  

 

ｂ 出前講座  

２０２４（令和６）年度の実績は以下のとおりである。  

 

 

 

上記講座におけるアンケートでは、クーリング・オフに関して、

「少しは知っていた」と回答する者が多数であり、理解度に関して

は、役に立ったと回答する者がほとんどであった。なお、同アンケ

ートでは、消費生活センターの認知度に比して消費生活ニュースの

認知度が高い傾向がうかがわれた。 

ｃ 広報等  

佐世保市では、消費生活ニュースを発行している。また、佐世保

市ホームページにおいて、悪質商法などについて随時情報を行って

いる。  

２０２４（令和６）年度のホームページ閲覧数は以下のとおりで
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ある。  

 

 

 

【意見】  

出前講座時のアンケートから明らかなように、消費生活ニュースの認知度に

比して、消費生活センターの認知度は低い傾向にあった。消費生活ニュースは

紙媒体での配布があることから認知度が高いのではないかと推察される。  

ホームページで紹介されている悪徳商法等の内容については、わかりやすく、

市民の啓発のために重要なものであるといえる。  

消費生活ニュースでも同様の内容が紹介されていることもあるが、今後は、

消費生活センターやホームページに掲載していることなどの広報に力をいれ

ていくべきではないかと思料する。 
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